
ご契約者様で被災された方々へ 
 

災害お見舞い 

 
 
 このたびの台風１５号に伴う災害により災害救助法が適用された地域の被災のご契

約者様には、保険金等のお支払いについて迅速にお取扱いをいたします。 
  

記 
 
1. 災害救助法の適用地域 
 

青森県三戸郡南部町内 
 
福島県郡山市内 
 

2. 措置の適用項目 
 
前項に記載しました地域のご契約者様からのお申し出に対する便宜 
（1） 保険証券、届出印等の紛失 
（2） その他の手続等に関する事項 

以上 
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